
 

■歩行者、自転車利用者へ 

  明るい服装や反射材用品の活用で周りに 

自らの存在をいち早く分かってもらおう！ 

■二輪車を運転する人へ 

  ヘルメットの確実な着用、体を守る 

プロテクターの着装をお願いします。 

■自動車を運転する人へ 

  シートベルトの確実な着用、くらい道路での 

  ハイビームの活用をお願いします。 

■運転中のながらスマホ📱…違反者は６カ月以下の懲役または 

10万円以下の罰金。 

■交通の危険を生じさせた場合、 

  １年以下の懲役または 30万円以下の罰金(@￣□￣@;)！！ 

 

■スマホを手に持って通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止。 

🔔地域防犯役立ちマッセ情報 No4  （参考：宝塚警察署提供資料） 

  

日照時間が短くなる秋・冬は 
夕方や早朝の事故多発傾向(◎_◎;)            運転中のスマホ使用       厳罰強化      
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～交通事故にあわないために～ 

２０２４・11月 道交法改正 自転車も罰則あり✖🚲 

■酒気帯び運転🍺…違反者は 3年以下の懲役または 50万円以下の罰金 

△自転車提供者も３年以下の懲役または 50万円以下の罰金。 (￣▽￣;) 

△酒類提供者・同乗者は２年以下の懲役または 30万円以下の罰金😓 

      自転車運転講習者制度       

・自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反（危険

行為）を反復して行なった者は講習制度の対象になります。📒👓 

＊危険行為…信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立ち入り…etc 

非対面での荷物受け取りを活用しましょう。 

警察庁では佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸との間で、在宅している受取 

人が非対面での受け取りを希望した場合、原則、その意向に沿う旨の合意 

に至りました。（※一部の荷物についてはできない場合があります。） 

【防災ポイント】 

＊インターホンやチェーン錠越しに応対しましょう。 

＊非対面での受け取りを活用しましょう。 

＊相手の身分や誰からの荷物か確認しましょう。 

＊不審に思えばすぐに１１０番通報をお願いします。 


